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近
年
、
不
登
校
や
ひ
き
こ
も

り
状
態
の
人
数
が
増
加
し
、
岩

手
県
も
過
去
最
多
と
の
こ
と
。

　

現
在
、
当
院
で
訪
問
診
療
を

行
っ
て
い
る
20
歳
代
の
患
者
さ

ん
。
幼
少
期
か
ら
集
団
に
な
じ

め
ず
不
登
校
・
ひ
き
こ
も
り
状

態
と
な
り
ま
し
た
。
頭
痛
の
た

め
病
院
受
診
し
悪
性
脳
腫
瘍
と

診
断
。
人
混
み
や
医
療
者
が
怖

い
、
通
院
・
治
療
は
希
望
し
な

い
と
当
院
へ
紹
介
と
な
り
ま
し

た
。
頭
痛
・
吐
き
気
、
幻
聴
幻

覚
等
の
症
状
は
あ
り
ま
す
が
、

緩
和
治
療
で
何
と
か
過
ご
せ
て

い
ま
す
。「
ち
い
か
わ
」
の
ぬ
い

ぐ
る
み
を
集
め
、
ア
イ
ド
ル
が

好
き
で
、
鬼
滅
の
刃
の
映
画
は

３
回
泣
け
た
！
な
ど
の
話
を
す

る
普
通
の
若
者
で
す
。

　

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
を
書

い
た
と
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

つ
ら
か
っ
た
事
の
ほ
か
、
楽
し

か
っ
た
事
、
自
分
を
ひ
き
こ
も

り
か
ら
救
っ
て
く
れ
た
事
な
ど

が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。「
先
生
、

ず
ー
っ
と
早
く
死
に
た
い
と
考

え
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
脳
腫

瘍
と
言
わ
れ
た
と
き
、
や
っ
と

死
ね
る
と
思
い
ま
し
た
。
で
も

最
近
、
も
う
少
し
生
き
て
い
て

も
良
い
か
な
っ
て
思
え
る
よ
う

に
な
っ
た
ん
で
す
」
と
。

　

常
に
「
何
が
あ
っ
て
も
救
命

処
置
は
希
望
し
ま
せ
ん
」
と
書

い
た
手
紙（
本
人・母
の
サ
イ
ン
、

そ
し
て
僕
の
サ
イ
ン
と
携
帯
番

号
を
記
載
）
を
持
ち
な
が
ら
外

出
し
て
い
ま
す
。

　

様
々
な
つ
ら
さ
を
抱
え
な
が

ら
生
き
て
い
る
人
達
が
い
ま
す
。

そ
の
つ
ら
さ
を
抱
え
な
が
ら
も

皆
が
穏
や
か
に
過
ご
せ
る
世
の

中
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み

ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
（
千
葉
）

・年頭所感 （1面）

・新年特集「岩手山の『過去』・『現在』・
『未来』」 （2面・3面）
・マイナ保険証トラブル実態調査 （4面）
・岩手県消費者大会 （4面）
・個別指導の指摘事項について （4面）

残雪の岩手山と花輪線（八幡平市大更あたり）
国香　雅彦

　フィルム時代に撮影した１枚です。雪が残る岩手山が、「逆さ岩手山」となって田植え直後のたんぼに映っています。
　そこを横切るように花輪線が通過していますが、国鉄時代の異なる３両のディーゼルカーが連結されマニアックな写真になりました。
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年
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年
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感

年
頭
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岩
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険
医
協
会
　

会
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小
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田
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榮榮 

二二
　

２
０
２
６
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
所
感
の
一
端
を
述
べ
る
こ
と
で
新

２
０
２
６
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
所
感
の
一
端
を
述
べ
る
こ
と
で
新

年
の
ご
あ
い
さ
つ
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

年
の
ご
あ
い
さ
つ
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

昨
年
は
大
谷
翔
平
選
手
や
佐
々
木
朗
希
選
手
な
ど
、
岩
手
出
身
選
手
が

　

昨
年
は
大
谷
翔
平
選
手
や
佐
々
木
朗
希
選
手
な
ど
、
岩
手
出
身
選
手
が

メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
で
活
躍
し
、
大
谷
選
手
は
Ｍ
Ｖ
Ｐ
に
加
え
、
そ
の
年
の

メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
で
活
躍
し
、
大
谷
選
手
は
Ｍ
Ｖ
Ｐ
に
加
え
、
そ
の
年
の

優
れ
た
打
者
に
贈
ら
れ
る
ハ
ン
ク
・
ア
ー
ロ
ン
賞
も
受
賞
し
ま
し
た
。

優
れ
た
打
者
に
贈
ら
れ
る
ハ
ン
ク
・
ア
ー
ロ
ン
賞
も
受
賞
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
医
療
現
場
は
病
院
の
約
７
割
が
赤
字
、
医
療
機
関
の
倒
産
と
休

　

さ
て
、
医
療
現
場
は
病
院
の
約
７
割
が
赤
字
、
医
療
機
関
の
倒
産
と
休

廃
業
の
数
も
３
年
連
続
で
過
去
最
高
を
更
新
す
る
な
ど
厳
し
い
状
況
で
、

廃
業
の
数
も
３
年
連
続
で
過
去
最
高
を
更
新
す
る
な
ど
厳
し
い
状
況
で
、

物
価
高
騰
に
診
療
報
酬
が
追
い
付
か
な
い
ま
ま
で
す
。
診
療
報
酬
を
物
価

物
価
高
騰
に
診
療
報
酬
が
追
い
付
か
な
い
ま
ま
で
す
。
診
療
報
酬
を
物
価

や
人
件
費
の
高
騰
に
対
応
で
き
る
水
準
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

や
人
件
費
の
高
騰
に
対
応
で
き
る
水
準
に
引
き
上
げ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

ま
す
。

　

政
府
は
高
額
療
養
費
の
限
度
額
引
き
上
げ
や
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
外

　

政
府
は
高
額
療
養
費
の
限
度
額
引
き
上
げ
や
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
の
保
険
外

し
な
ど
、
患
者
負
担
を
大
幅
に
増
大
さ
せ
る
よ
う
な
政
策
を
提
案
し
ま
し

し
な
ど
、
患
者
負
担
を
大
幅
に
増
大
さ
せ
る
よ
う
な
政
策
を
提
案
し
ま
し

た
。
高
額
療
養
費
の
限
度
額
引
き
上
げ
は
国
民
か
ら
の
反
対
に
よ
り
一
旦

た
。
高
額
療
養
費
の
限
度
額
引
き
上
げ
は
国
民
か
ら
の
反
対
に
よ
り
一
旦

凍
結
さ
れ
ま
し
た
が
、
政
府
は
２
０
２
６
年
通
常
国
会
で
の
関
連
法
案
提

凍
結
さ
れ
ま
し
た
が
、
政
府
は
２
０
２
６
年
通
常
国
会
で
の
関
連
法
案
提

出
を
目
指
し
て
お
り
、
動
向
を
注
視
し
、
問
題
を
訴
え
て
い
く
必
要
が
あ

出
を
目
指
し
て
お
り
、
動
向
を
注
視
し
、
問
題
を
訴
え
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

り
ま
す
。

　

昨
年
当
会
が
共
同
で
提
出
し
た
、「
全
世
代
の
命
に
か
か
わ
る
高
額
療

　

昨
年
当
会
が
共
同
で
提
出
し
た
、「
全
世
代
の
命
に
か
か
わ
る
高
額
療

養
費
制
度
の
自
己
負
担
上
限
額
引
き
上
げ
を
撤
回
す
る
こ
と
」
を
求
め
る

養
費
制
度
の
自
己
負
担
上
限
額
引
き
上
げ
を
撤
回
す
る
こ
と
」
を
求
め
る

請
願
が
県
議
会
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

請
願
が
県
議
会
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
も
地
域
医
療
を
守
る
た
め
国
会
、
県
議
会
へ
の
要
請
を
行
い
、
会

　

今
後
も
地
域
医
療
を
守
る
た
め
国
会
、
県
議
会
へ
の
要
請
を
行
い
、
会

員
、
県
民
の
声
を
届
け
る
と
と
も
に
、
会
員
の
先
生
方
に
と
っ
て
有
益
な

員
、
県
民
の
声
を
届
け
る
と
と
も
に
、
会
員
の
先
生
方
に
と
っ
て
有
益
な

情
報
を
伝
え
る
こ
と
に
努
め
ま
す
。

情
報
を
伝
え
る
こ
と
に
努
め
ま
す
。

　

２
０
２
６
年
も
会
員
の
皆
さ
ま
の
生
活
と
権
利
を
守
り
、
県
民
の
命
・

　

２
０
２
６
年
も
会
員
の
皆
さ
ま
の
生
活
と
権
利
を
守
り
、
県
民
の
命
・

健
康
・
医
療
を
守
る
こ
と
を
改
め
て
胸
に
刻
み
、
引
き
続
き
尽
力
し
て
参

健
康
・
医
療
を
守
る
こ
と
を
改
め
て
胸
に
刻
み
、
引
き
続
き
尽
力
し
て
参

り
ま
す
。

り
ま
す
。

12
月
27
日
㈯
〜
１
月
４
日
㈰
ま
で

協
会
事
務
所
は
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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岩
手
山
は
ど
ん
な
火
山
？

　
岩
手
山
は
標
高
２
０
３
８

ｍ
、
直
径
約
５
０
０
ｍ
の
大

き
な
火
口
を
抱
く
薬
師
岳
を

指
し
て
岩
手
山
と
呼
称
す
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
山
頂

は
山
体
の
ご
く
一
部
で
、
黒

倉
山
、
姥
倉
山
、
大
松
倉
山
、

三
ッ
石
山
、
小こ

も
っ
こ
や
ま

畚
山
と
東
西

約
13
㎞
に
わ
た
っ
て
25
個
ほ

ど
の
小
火
山
が
連
な
る
、
岩

手
火
山
群
の
総
称
で
す
（
写

真
１
）。
今
か
ら
約
70
万
年

前
か
ら
活
動
が
始
ま
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
薬
師
岳
か
ら
東
側
は
東
岩

手
山
、
西
側
は
西
岩
手
山
と

区
分
さ
れ
、
東
岩
手
山
は
約

６
７
０
０
年
前
に
山
体
崩
壊

（
旧
西
根
町
が
埋
没
）
を
起

こ
し
た
後
に
形
成
さ
れ
た
ご

く
新
し
い
山
体
で
す
。
東
岩

手
山
は
浸
食
も
進
ん
で
お
ら

ず
、
美
し
い
稜り

ょ
う線せ
ん
を
保
っ
て

い
ま
す
が
、
西
岩
手
山
で
は

多
く
の
険
し
い
沢
が
山
肌
を

過
去
の
噴
火
実
績
に
基
づ
く
防
災
マ
ッ
プ

　
１
９
９
８
年
に
公
表
さ
れ

た
「
岩
手
山
火
山
防
災
マ
ッ

プ
」
は
、
大
地
獄
谷
で
水
蒸

気
噴
火
（
過
去
最
大
の
約
３

２
０
０
年
前
）、
山
頂
で
マ

グ
マ
噴
火
（
１
６
８
６
年
噴

火
）
と
同
等
の
噴
火
が
発
生

し
た
時
の
被
害
が
及
ぶ
範
囲

し
流
域
で
氾
濫
。
盛
岡
市
長

橋
町
や
中
堤
町
な
ど
市
街
地

に
も
最
短
十
数
分
で
到
達
す

る
。
火
山
灰
は
偏
西
風
に
の

っ
て
火
山
の
東
側
に
降
り
積

も
り
、
八
幡
平
市
西
根
町
で

は
20
㎝
以
上
、
盛
岡
市
内
で

も
10
㎝
以
上
が
見
込
ま
れ
る

̶

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

を
流
れ
下
り
、
現
滝
沢
市
一

本
木
地
区
に
は
火
の
つ
い
た

巨き
ょ

礫れ
き

や
樹
木
片
が
吹
き
付
け

ら
れ
ま
し
た
。

　
山
頂
や
山
腹
の
雪
が
溶
け

る
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
融

雪
型
火
山
泥
流
は
木
の
根
、

民
家
の
家
財
な
ど
を
流
し
て

砂
米
川
か
ら
北
上
川
を
流

下
し
盛
岡
城
下
に
達
し
ま
し

た
。

　
降
灰
の
エ
リ
ア
は
、
盛
岡

市
、
滝
沢
市
か
ら
花
巻
市
に

も
及
び
、
盛
岡
城
下
で
は
目

を
開
け
て
往
来
す
る
こ
と
が

困
難
な
程
で
あ
っ
た
と
い
う

記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

写真1　東側上空からの岩手火山群

山
が
規
制
さ
れ
、
多
く
の
研

究
者
は
、
何
ら
か
の
噴
火
が

発
生
す
る
で
あ
ろ
う
と
覚
悟

を
し
た
の
で
す
が
、
幸
い
に

し
て
活
動
は
低
下
に
向
か
い

入
山
規
制
は
ど
う
や
っ
て
決
め
る
？

　
気
象
庁
は
、
そ
れ
ま
で
の

地
震
・
火
山
噴
火
に
は
予
報
・

警
報
は
出
さ
な
い
と
の
方
針

を
転
換
し
、
２
０
０
７
年
か

ら
火
山
活
動
の
状
況
に
応
じ

て
「
警
戒
が
必
要
な
範
囲
」

と
「
防
災
機
関
や
住
民
が
取

る
べ
き
対
応
」
を
５
段
階
に

区
分
し
た
「
噴
火
警
戒
レ
ベ

ル
」
を
発
表
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

レ
ベ
ル
１
：
噴
火
予
報
、
活

　
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意

レ
ベ
ル
２
：
火
口
周
辺
警
報

　
（
火
口
）、
火
口
周
辺
規
制

レ
ベ
ル
３
：
火
口
周
辺
警
報

　
（
火
口
か
ら
居
住
地
域
近

　
く
ま
で
）、
入
山
規
制

レ
ベ
ル
４
：
噴
火
警
報

（
居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ

り
火
口
側
）、
避
難
準
備

レ
ベ
ル
５
：
噴
火
警
報

（
居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ

り
火
口
側
）、
避
難

　
災
害
対
策
基
本
法
上
、
避

難
指
示
な
ど
は
市
町
村
長
が

判
断
し
て
行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
が
、
気
象
庁
が
レ

ベ
ル
の
上
げ
下
げ
を
す
る
以

上
、
実
態
は
レ
ベ
ル
に
準
じ

て
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

２
０
１
５
年
７
月
に
国

は
「
活
動
的
火
山
特
別
措
置

法
（
活
火
山
法
）
を
改
訂
し
、

49
の
活
動
的
火
山
を
有
す
る

１
６
３
自
治
体
に
「
火
山
防

災
協
議
会
」
の
設
置
を
義
務

付
け
、
気
象
庁
の
噴
火
警
戒

レ
ベ
ル
に
対
応
し
た
避
難
計

画
の
策
定
を
求
め
ま
し
た
。

　
岩
手
山
に
も
「
岩
手
山
火

山
防
災
協
議
会
」
が
設
置
さ

れ
て
お
り
、
24
年
10
月
２
日

に
気
象
庁
が
レ
ベ
ル
２
へ
引

き
上
げ
た
こ
と
に
伴
い
、
協

議
会
が
入
山
規
制
を
決
定
し

ま
し
た
。

1998年岩手山噴火危機
に際し「岩手方式」の火
山防災体制の構築に尽
力し、「岩手県の火山活
動に関する検討会」座
長を務める。東日本大
震災からの復興計画の
立案と進捗管理を担う。

防災功労で2016年防災
担当大臣表彰、2017年
総理大臣表彰、2024年
岩手県勢功労者表彰、
2024年岩手日報社文化
賞受賞。

1973年東北大学大学院工学研
究科博士課程修了、工学博士

岩手大学教授・理事・副学長、
放送大学岩手学習センター所長
を歴任

齋藤 徳美 先生（80歳）
（岩手大学名誉教授）

岩手山の「過去」「現在」「未来」岩手山の「過去」「現在」「未来」
～火山活動と防災対策～～火山活動と防災対策～

岩手県最高峰の岩手県最高峰の岩岩手山は、多くの県民に愛され、岩手の文化の一部手山は、多くの県民に愛され、岩手の文化の一部となっています。となっています。2024年2024年
10月、火山活動により噴火警戒レベルが引き上げられ、入山が規制されました。10月、火山活動により噴火警戒レベルが引き上げられ、入山が規制されました。
　そこで今回はそこで今回は「岩手県の火山活動に関する検討会」座長の齋藤「岩手県の火山活動に関する検討会」座長の齋藤徳美先生に寄稿いただきました。徳美先生に寄稿いただきました。

江
戸
時
代
の
噴
火
で
花
巻
ま
で
灰
が

東
岩
手
山
で
は
平
安
時
代

以
降
、
マ
グ
マ
噴
火
（
マ
グ

マ
が
上
昇
し
て
噴
出
）
を
繰

り
返
し
て
い
ま
す
が
、
最
近

の
噴
火
は
１
６
８
６
年
山
頂

か
ら
の
マ
グ
マ
噴
火
、
１
７

３
２
年
焼
け
走
り
溶
岩
の
噴

出
、
１
９
１
９
年
大
地
獄
谷

の
水
蒸
気
噴
火
（
温
め
ら
れ

た
地
下
水
が
沸
騰
、
爆
発
し

土
砂
を
吹
き
飛
ば
す
）
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
１
６
８
６
年
３
月
の
山
頂

噴
火
で
は
、
火
砕
流
（
高
温

の
岩
片
や
火
山
ガ
ス
が
高
速

で
流
下
）
の
一
種
で
あ
る
火

砕
サ
ー
ジ
が
発
生
し
て
山
腹

平
成
の
噴
火
危
機

　
１
９
９
８
年
２
月
頃
か
ら

地
下
か
ら
上
昇
す
る
マ
グ
マ

が
岩
盤
を
割
る
こ
と
に
よ
っ

て
生
ず
る
火
山
性
地
震
が
頻

発
し
、
マ
グ
マ
や
熱
水
の
動

き
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
さ
れ

る
火
山
性
微
動
も
繰
り
返
し

発
生
、
山
体
が
南
北
に
10
㎝

以
上
も
膨
張
す
る
な
ど
地
殻

変
動
も
観
測
さ
れ
、
噴
気
活

動
も
活
発
化
し
ま
し
た
。

削
っ
て
荒
々
し
い
姿
を
見
せ

て
お
り
、
そ
れ
故
「
南
部
片

富
士
」と
称
さ
れ
る
の
で
す
。

　
薬
師
岳
の
西
側
に
は
、
東

西
約
２
㎞
、
南
北
約
１
・
３

㎞
の
西
岩
手
カ
ル
デ
ラ
が
広

が
り
、
そ
の
西
端
に
は
、
過

去
に
も
水
蒸
気
噴
火
を
繰
り

返
し
、
現
在
も
水
蒸
気
噴
火

の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
噴
気
活
動
の
活
発
な
火
口

で
あ
る
大
地
獄
谷
（
３
面
左

下
写
真
２
）
が
あ
り
ま
す
。

を
予
測
し
た
も
の
で
す
（
３

面
左
上
図
１
）。

　
予
測
で
は
、
大
地
獄
谷
で

の
水
蒸
気
噴
火
に
よ
る
噴

石
、
降
灰
は
居
住
地
に
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
が
、

降
灰
後
の
大
雨
に
よ
る
土
石

流
は
広
範
囲
に
及
ぶ
。

　
山
頂
で
の
マ
グ
マ
噴
火
に

よ
る
噴
石
や
火
砕
流
は
居
住

地
ま
で
は
到
達
し
な
い
が
、

溶
岩
流
や
降
灰
後
の
土
石
流

は
居
住
地
に
及
ぶ
。

　
冬
季
に
噴
火
に
よ
り
積
雪

が
解
け
て
発
生
す
る
融
雪
型

火
山
泥
流
は
時
速
数
十
㎞
で

松
川
、
生
出
川
、
砂
込
川
、

諸
葛
川
、
黒
沢
川
を
流
下

　
岩
手
県
の
シ
ン
ボ
ル
と
も

い
え
る
岩
手
山
で
す
が
、
活

火
山
と
い
う
認
識
も
防
災
体

制
も
皆
無
の
中
で
慌
た
だ
し

く
火
山
防
災
の
取
り
組
み
が

模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
す
。

　
大
地
獄
谷
で
の
水
蒸
気
噴

火
が
危
惧
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
１
９
９
８
年
７
月
１
日

の
山
開
き
か
ら
全
山
で
の
入

〜
姥
倉
山
鞍
部
の
現
地
調
査

な
ど
も
継
続
し
、
火
山
活
動

の
状
況
を
把
握
す
る
よ
う
努

め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
噴
火
時
の
対
応
を

定
め
た
「
岩
手
山
火
山
避
難

計
画
」
が
２
０
１
８
年
３
月

に
「
岩
手
山
火
山
防
災
協
議

会
」で
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

岩
手
の
先
進
的
な
火
山
防
災

　
火
山
活
動
が
低
下
し
た
２

０
０
４
年
以
降
も
、
平
時
に

お
け
る
観
測
の
重
要
性
に
鑑

み
、
岩
手
県
で
は
「
岩
手
県

の
火
山
活
動
に
関
す
る
検
討

会
」
の
開
催
、
防
災
ヘ
リ
コ

プ
タ
ー
「
ひ
め
か
み
」
に
よ

る
機
上
観
測
を
年
２
回
以
上

実
施
し
、
大
地
獄
谷
や
黒
倉

ま
し
た
。
２
０
０
４
年
７
月

に
全
山
で
の
入
山
規
制
が
解

除
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
岩
手

山
平
成
の
噴
火
危
機
」
は
平

常
な
状
態
に
戻
り
ま
し
た
。
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新
年特 年特
集

　
１
９
９
８
年
岩
手
山
噴
火

危
機
に
際
し
て
は
、
産
学
官

の
連
携
組
織
で
あ
る
「
岩
手

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

（
Ｉ
Ｎ
Ｓ
）」
に
立
ち
上
げ
ら

れ
た
「
Ｉ
Ｎ
Ｓ
岩
手
山
火
山

防
災
検
討
会
」
が
関
係
者
の

顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
に

先
導
的
役
割
を
果
た
し
、
研

究
者
・
行
政
機
関
・
報
道
機

関
・
住
民
が
連
携
し
て
地
域

の
安
全
を
守
る
「
減
災
の
四

角
錐
」（
図
２
）
と
い
う
先

進
的
な
火
山
防
災
体
制
が
構

築
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
活
動

は
今
も
継
続
し
て
い
ま
す
。

　
火
山
活
動
が
再
び
活
発
化

し
て
以
降
、「
岩
手
県
の
火

山
活
動
に
関
す
る
検
討
会
」

は
１
〜
２
ヵ
月
に
１
度
の
ペ

ー
ス
で
開
催
、「
岩
手
山
火

山
防
災
協
議
会
」
及
び
そ
の

幹
事
会
は
２
ヵ
月
に
１
度
開

催
さ
れ
、
火
山
活
動
の
評
価

や
規
制
緩
和
に
向
け
た
安
全

体
制
の
構
築
等
に
つ
い
て
検

討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

再
び
動
き
始
め
た
岩
手
山
、
今
の
状
況
は

　

２
０
２
４
年
２
月
以
降
、

岩
手
山
で
は
火
山
性
地
震
が

多
発
、
火
山
性
微
動
も
少
な

い
な
が
ら
発
生
、
ま
た
山
体

の
傾
斜
や
歪
な
ど
の
地
殻
変

動
が
観
測
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
山
体
の
南
北
の

基
線
長
が
伸
長
す
る
よ
う
に

な
り
、
マ
グ
マ
、
あ
る
い
は

熱
水
・
蒸
気
の
地
表
近
く
へ

の
流
動
が
推
測
さ
れ
ま
し
た
。

　

特
に
大
地
獄
谷
周
辺
で

は
、
同
９
月
頃
か
ら
Ｓ
Ａ
Ｒ

干
渉
解
析
（
人
工
衛
星
で
電

波
を
照
射
し
地
表
と
人
工
衛

星
と
の
距
離
を
測
定
）
で
地

表
が
人
工
衛
星
に
近
付
く
、

す
な
わ
ち
隆
起
し
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
、
黒

倉
山
に
設
置
し
た
地
震
計
で

微
小
地
震
が
多
発
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
特
に
大
地
獄
谷

で
の
水
蒸
気
噴
火
が
危
惧
さ

れ
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
が
２
に

上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
気
象
庁
は
火
口
か
ら
２
㎞

の
範
囲
で
噴
石
が
飛
散
す
る

可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、

こ
の
区
域
で
の
立
ち
入
り

を
規
制
し
て
い
ま
す
が
、

当
該
エ
リ
ア
の
直
前
で
規

制
を
行
う
こ
と
は
実

質
的
に
困
難
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
、

協
議
会
は
７
つ
の
全

登
山
道
入
り
口
（
網

張
は
犬
倉
分
岐
）
で

入
り
口
規
制
を
行
っ

て
い
ま
す
。
な
お
、

周
辺
の
居
住
地
へ
被

害
が
及
ぶ
こ
と
は
な

い
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
住
民
の
方
々
は

通
常
の
生
活
で
か
ま

い
ま
せ
ん
。

　
こ
の
１
年
余
り
の

観
測
・
解
析
か
ら
、

火
山
活
動
は
低
下
の

方
向
に
あ
り
、
東
岩

手
の
薬
師
岳
か
ら
噴

火
な
ど
の
火
山
性
の

現
象
が
発
生
す
る
可

能
性
は
極
め
て
小
さ

い
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
観
光
な
ど
社
会

経
済
へ
の
影
響
も
考
慮
し
、

御
神
坂
、
馬
返
し
、
焼
け
走

り
、
上
坊
の
東
側
４
登
山
口

か
ら
薬
師
岳
に
至
る
登
山
道

の
今
年
７
月
の
山
開
き
に
入

山
規
制
の
緩
和
を
め
ざ
す
こ

と
が
、25
年
９
月
24
日
の「
岩

手
山
火
山
防
災
協
議
会
・
幹

事
会
」で
提
示
さ
れ
ま
し
た
。

　
モ
バ
イ
ル
メ
ー
ル
を
活
用

し
た
緊
急
通
報
体
制
、
規
制

区
域
を
表
示
す
る
看
板
等
の

設
置
、
登
山
道
の
整
備
、
避

難
小
屋
の
警
備
員
の
配
置
体

制
、
規
制
緩
和
の
広
報
な
ど

対
応
を
図
る
必
要
が
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
大
地
獄
谷
周
辺
で

の
膨
張
は
高
止
ま
り
で
、
局

所
的
な
微
小
な
地
震
は
減
少

傾
向
に
あ
る
も
の
の
消
長
を

繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
２
０

１
４
年
９
月
27
日
の
御
嶽
山

の
噴
火
、
２
０
１
８
年
草
津

白
根
山
の
噴
火
の
事
例
が
あ

る
よ
う
に
、
事
前
に
水
蒸
気

図1　岩手山火山防災マップ（概略版、1998年 10月公表、市町村名は当時）

噴
火
を
予
測
す
る
こ
と
は
困

難
で
、
大
地
獄
谷
で
何
が
噴

火
の
ト
リ
ガ
ー
に
な
る
か
は

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
水
蒸

気
噴
火
を
事
前
に
予
測
で
き

た
事
例
は
な
い
の
で
す
。
当

面
、
安
全
側
に
立
ち
レ
ベ
ル

２
は
継
続
維
持
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

岩
手
山
は
生
き
て
い
る
火
山

　
火
山
活
動
が
反
転
し
て
よ

り
活
発
化
し
た
ら
、
改
め
て

大
規
模
噴
火
へ
の
対
応
を
迫

ら
れ
ま
す
が
、
今
の
と
こ
ろ

そ
の
兆
し
は
あ
り
ま
せ
ん
。

逆
に
地
震
や
地
殻
変
動
が
レ

ベ
ル
上
げ
の
前
の
状
態
に
戻

っ
た
、
あ
る
い
は
戻
る
傾
向

が
明
瞭
に
な
っ
た
段
階
で
気

象
庁
は
レ
ベ
ル
を
１
に
引
き

下
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
し
か
し
岩
手
山
を
含
む
多

く
の
火
山
で
、
噴
火
の
発
生

時
の
観
測
実
績
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
レ
ベ
ル
上
げ
下
げ
の

判
定
基
準
が
妥
当
か
ど
う
か

の
検
証
は
な
さ
れ
て
い
な
い

な
ど
、
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル

の
運
用
に
は
課
題
も
あ
り
ま

す
。

　
特
に
、
岩
手
山
で
は
レ
ベ

ル
１
で
も
状
況
に
応
じ
て
火

口
内
へ
の
立
ち
入
り
規
制
な

ど
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、

レ
ベ
ル
１
に
な
っ
た
と
し
て

も
無
条
件
全
面
規
制
解
除
で

は
な
く
、
し
か
る
べ
く
安
全

対
策
が
協
議
会
や
入
山
者
に

は
求
め
ら
れ
ま
す
。
レ
ベ
ル

１
は
安
全
、
緑
信
号
で
は
な

い
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
す
。

　
入
山
者
は
生
き
て
い
る
火

山
で
あ
る
と
の
認
識
で
、
振

動
、
臭
気
、
地
温
、
噴
気
、

植
生
な
ど
異
常
に
注
意
す
る

よ
う
に
し
て
欲
し
い
と
願
う

も
の
で
す
。
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当
会
は
10
月
28
日
か
ら
11

月
７
日
に
か
け
て
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

番
号
を
登
録
し
て
い
る
会
員

に
対
し
て
５
回
目
の
マ
イ
ナ

８
月
以
降
も

８
月
以
降
も

７
割
の
医
療
機
関
が
ト
ラ
ブ
ル
を
経
験

マ
イ
ナ
保
険
証
実
態
調
査

保
険
証
実
態
調
査
を
行
い
ま

し
た
（
回
答
１
５
４
件
、
回

答
率
28
％
）。

　
８
月
以
降
に
マ
イ
ナ
保
険

証
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が

「
あ
っ
た
」
と
回
答
し
た
の

は
71・４
％
で
し
た（
図
１
）。

　
内
訳
は「
●
表
示
」や「
資

格
確
認
情
報
無
効
」が
多
く
、

「
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
接
続

不
良
」
や
「
住
所
・
氏
名
の

なかった
28.6％ あった

71.4％

図1　 今年８月以降の
マイナ保険証トラブル

岩
手
県
消
費
者
大
会

岩
手
県
消
費
者
大
会 

身
近
な
問
題
に
関
心
を
持
ち
、声
を
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要

身
近
な
問
題
に
関
心
を
持
ち
、声
を
上
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要

医
療
現
場
の
現
状
を
伝
え
、
考
え
る
分
科
会

　
午
後
に
は
分
科
会
が
行
わ

れ
、
第
２
分
科
会
で
は
、
社

会
保
障
の
問
題
に
つ
い
て
、

盛
岡
医
療
生
活
協
同
組
合
の

鈴
木
幸
子
専
務
理
事
が
話
題

提
供
を
行
い
ま
し
た
。

　
公
定
価
格
で
あ
る
診
療
報

酬
で
は
人
件
費
・
物
価
高
騰

に
対
応
で
き
ず
、
銀
行
も
医

療
機
関
の
経
営
悪
化
を
知
っ

て
い
る
た
め
、
お
金
を
貸
し

て
く
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く

な
っ
て
い
る
と
し
ま
し
た
。

　
鈴
木
氏
は
、
診
療
報
酬
改

定
後
の
変
化
に
つ
い
て
、
川

久
保
病
院
を
実
例
と
し
て
説

明
。
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
体
制
強
化
加
算
や

外
来
ト
リ
ア
ー
ジ
加
算
の
廃

止
、
特
定
疾
患
処
方
管
理
加

算
の
減
算
に
よ
り
４
千
万
円

の
減
収
が
あ
っ
た
こ
と
、
医

薬
品
費
や
水
光
熱
費
が
年
間

で
７
千
万
円
程
増
加
見
込
み

で
あ
る
こ
と
を
話
し
ま
し

た
。

　
鈴
木
氏
は
、
政
府
の
「
医

療
費
を
高
齢
者
増
加
の
伸
び

に
抑
え
る
」
と
い
う
論
調
に

の
尊
重
は
自
己
決
定
が
で
き

る
こ
と
だ
が
、
自
己
決
定
が

で
き
る
人
々
は
「
強
い
個
人
」

で
あ
る
た
め
、「
弱
い
個
人
」

を
守
る
た
め
の「
個
人
の
尊
厳
」

が
必
要
だ
と
述
べ
ま
し
た
。

　
清
末
氏
は
、
憲
法
24
条
の

「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る

権
利（
平
和
的
生
存
権
）」は
、

「
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
の
解
放
」

を
指
し
、
こ
れ
に
は
様
々
な

形
態
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
基
づ

く
暴
力
か
ら
生
じ
る
恐
怖
や

差
別
、
貧
困
が
含
ま
れ
る
と

し
ま
し
た
。

　
清
末
氏
は
、
軍
事
で
の
安

全
保
障
論
・
侵
略
・
占
領
を

正
当
化
す
る
「
対
テ
ロ
」
と

「
自
衛
」
は
Ｄ
Ｖ
加
害
者
の

論
理
と
酷
似
し
て
い
る
と
説

明
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
権
威
主
義

の
も
と
で
育
っ
た
こ
と
を
挙

げ
、
力
に
よ
る
支
配
の
問
題

を
子
ど
も
の
頃
か
ら
教
え
、

差
別
や
暴
力
に
依
拠
せ
ず
、

強
権
的
な
政
府
を
生
ま
な
い

努
力
や
強
権
的
な
政
府
に
抵

抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
間

を
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
話
し
ま
し
た
。

講師の清末 愛砂 氏

話題提供を行った
鈴木 幸子 氏

も
言
及
。
医
療
費
の
伸
び
率

に
占
め
る
高
齢
化
の
影
響
は

１
％
に
も
満
た
ず
、
医
療
の

高
度
化
が
主
な
原
因
で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。

　
医
療
崩
壊
は
決
し
て
遠
い

未
来
の
出
来
事
で
は
な
い
と

し
、
鈴
木
氏
は
「
安
心
し
て

通
え
る
病
院
が
す
ぐ
そ
ば
に

あ
る
」
当
た
り
前
の
日
常
を

守
る
た
め
に
は
一
人
一
人
が

「
自
分
ご
と
」
と
し
て
向
き

合
う
必
要
が
あ
る
と
訴
え
ま

し
た
。

　
そ
の
後
は
活
発
な
意
見
交

換
が
行
わ
れ
、「
保
険
料
が

上
が
る
か
ど
う
か
で
は
な

く
、
税
金
の
使
い
方
の
問

題
」、「
国
民
が
も
っ
と
関
心

を
持
ち
、
伝
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
」
な
ど
の
意
見
が
挙

が
り
ま
し
た
。

10
月
29
日
、
盛
岡
の
ア
イ

ー
ナ
で
行
わ
れ
た
岩
手
県
消

費
者
大
会
に
事
務
局
が
参
加

し
ま
し
た
。

　
大
会
で
は
、
室
蘭
工
業
大

学
大
学
院
教
授
の
清
末
愛
砂

氏
が
「
戦
後
80
年
〜
こ
れ
か

ら
も
平
和
で
あ
り
続
け
る
た

め
に
〜
」
と
題
し
た
基
調
講

演
を
行
い
ま
し
た
。

　
清
末
氏
は
、
憲
法
は
９
条

と
25
条
に
関
心
が
向
け
ら
れ

が
ち
だ
が
、
24
条
は
家
庭
生

活
に
お
け
る
個
人
の
尊
重
と

両
性
の
平
等
を
定
め
た
重
要

な
条
項
だ
と
主
張
。
13
条
の

個
人
の
尊
重
、
14
条
１
項
の

平
等
原
則
に
加
え
て
24
条
が

必
要
な
理
由
と
し
て
、
個
人

不
一
致
」
も
挙
げ
ら
れ
、
こ

れ
ま
で
の
調
査
と
全
く
変
わ

っ
て
お
ら
ず
ト
ラ
ブ
ル
は
少

し
も
改
善
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
ト
ラ
ブ
ル
に
は
、
健
康
保

険
証
や
資
格
確
認
書
で
対
応

し
た
医
療
機
関
が
大
半
で
し

た
（（
保
険
証
71
・
４
％
、

資
格
確
認
書
64
・
９
％
）
複

数
回
答
）。

12
月
２
日
に
社
保
の
健
康

保
険
証
の
有
効
期
限
が
切

れ
、
３
月
末
ま
で
は
期
限

切
れ
保
険
証
で
も
受
診
で
き

る
暫
定
措
置
が
と
ら
れ
ま
し

た
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
10
月
末

か
ら
11
月
上
旬
時
点
で
期
限

切
れ
の
健
康
保
険
証
や
資
格

確
認
書
で
受
診
し
た
方
が
い

12
月
５
日
に
改
正
医
療
法

が
参
院
本
会
議
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
法
案
は
昨
年
２
月
に

閣
議
決
定
さ
れ
、
医
師
が
不

足
す
る
地
域
で
の
手
当
の
増

額
の
ほ
か
、
外
来
の
医
師
数

が
過
剰
な
地
域
で
の
開
業
を

制
限
す
る
こ
と
も
盛
り
込
ま

れ
ま
し
た
。
美
容
医
療
の
問

題
に
つ
い
て
も
、
医
療
機
関

に
対
し
定
期
報
告
義
務
を
設

け
る
方
針
で
す
。

　
医
療
Ｄ
Ｘ
に
つ
い
て
は
２

０
３
０
年
ま
で
に
電
子
カ
ル

テ
の
普
及
率
を
１
０
０
％
に

す
る
こ
と
を
目
指
す
と
し
、

運
営
母
体
と
し
て
、
社
会
保

険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
目

的
や
組
織
体
制
を
見
直
す
と

医
師
不
足
や
オ
ン
ラ
イ
ン
受
診

24
本
の
法
案
が
短
期
間
で
決
定

改
正
医
療
法
　
可
決

た
医
療
機
関
は
65
・６
％（
１

０
１
件
）を
占
め
て
い
ま
す
。

　
健
康
保
険
証
が
期
限
切
れ

と
な
っ
て
も
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
が
使
わ
れ
ず
、
保
険

証
が
ト
ラ
ブ
ル
対
応
の
主
要

な
手
段
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
場
し
の
ぎ
の
暫
定
措
置

で
は
な
く
、
健
康
保
険
証
を

残
せ
ば
全
て
解
決
で
き
ま
す
。

　昨年開示請求した新規個別指導、個別指導の指摘事項（2024年）の一部を
お知らせします。

自主返還を求められた事項
＜再診料＞

　診療情報提供文書の受け取りのみで来院し、診察を行っていないにもかかわらず再
診料を算定している。

＜外来管理加算＞
・ 患者からの聴取事項や診察所見の要点について診療録への記載がない、記載が不十
分である。

・ 医師のオーダーによらず、請求事務担当者の判断で算定している。
・算定の有無について診療録への記載が不明確である。

自主返還を求められた事項
・ 再診料（外来管理加算、明細書発行体制等加算含む）について、外来栄養食事指導の
みを受けに来院し、診察を受けていない場合に算定している。

＜診断料＞
・ 歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、診療録に記載すべき写真診断にかかる必要
な所見について、画一的に記載しているまたは、記載の不十分な例があったので、
個々の症例に応じて適切に記載すること。

自主返還を求められた事項
・ 算定要件を満たしていない画像診断における診断料を算定している次の例があった
ので改めること。
歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影を行った場合に、写真診断にかかる
必要な所見を診療録に記載していない。

指摘事項について

医　　　科 ―基本診療料―

歯　　　科 ―画像診断―

し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
法
案
に
は
介
護
・
障

害
福
祉
従
事
者
の
低
賃
金
や

負
担
の
大
き
さ
を
認
め
、
処

遇
改
善
に
努
め
る
こ
と
も
盛

り
込
ま
れ
ま
し
た
。

　
改
正
医
療
法
は
医
療
法
や

健
康
保
険
法
な
ど
、
主
要
な

も
の
だ
け
で
も
24
本
の
関
連

法
を
束
ね
た
も
の
で
す
。
支

払
基
金
の
改
組
か
ら
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
の
法
制
化
、
医
師

偏
在
対
策
ま
で
幅
広
い
内
容

が
含
ま
れ
る
た
め
、
項
目
ご

と
に
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。


